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引っ越しの際の連絡方法について 

 

日頃より、大林小学校 PTA活動へのご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

表題について、学区内での引っ越しの際、引っ越し先通学団の地区委員が、引っ越しをしてくる児童

の住所や転入日等の情報を知るよりも、児童の転入の方が先になってしまうケースが近年増えてきてい

ます。 

お子様達が引っ越し先の通学団集合場所で戸惑うことがないように、ご家庭、地区委員とで円滑な情

報提供にご協力いただきたく、連絡方法の流れをまとめたので提示します。 

 

記 

 

学区外引っ越し(他の学校へ引っ越し)の事前連絡 

引っ越しをする児童を Aさんとします。    （矢印は、引
※
っ越し情報です） 

①  

                   

 

 

学区内引っ越し(学校は大林小学校のままで、通学団や住所が変わる)の事前連絡 

引っ越しをする児童を Bさんとします。    （矢印は、引
※
っ越し情報です)。 

①  

 

 

 

② Bさんから連絡を受けた地区委員は、Bさんの引っ越し情報を転入先の地区委員へ伝えます。 

連絡を受けた転入先の地区委員は得た引っ越し情報を学校へ伝えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報を伴う内容ですのでご理解いただき、円滑な情報提供にご協力の程よろしくお願いいたします。

お聞きした情報は、上記の使用目的のみ使用します。 

 

以上 

ここでいう引
※
っ越し情報とは、引っ越し予定日を含む個人的情報です。 

  ・引っ越し予定日 

  ・引っ越し先の住所 

  ・新しい通学団での登校予定日 

  ・保護者の方の電話番号 等々必要に応じて 
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